
 

 
 
 
 
 

和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業の事業計画を下記の理由により変更する。 
 
１．過年度実績及び残事業の精査を踏まえ、施行期間、総事業費、収入支出内訳及び年度別歳入歳出資金計画を変更する。 
２．一体的に施行する市街地再開発事業の都市計画決定により、交通広場周辺の道路・街区を変更する。 
３．市街地再開発事業の推進のため、工区を設定する。 
 

 

変 更 の 経 緯 
平成 20 年 12 月 16 日  当初事業計画決定の公告日 
平成 25 年 7 月 30 日  事業計画（第 1 回変更）決定の公告日 
令和 04 年 2 月 22 日  事業計画（第 2 回変更）決定の公告日 
令和 ●年 ●月 ●日  事業計画（第 3 回変更）決定の公告日 

変 更 理 由 書 
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